
提

出

者

保

坂

展

人

平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

一

三

五

号

検
事
ら
の
待
遇
と
死
刑
執
行
な
ど
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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検
事
ら
の
待
遇
と
死
刑
執
行
な
ど
に
関
す
る
質
問
主
意
書

司
法
制
度
改
革
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
検
事
、
裁
判
官
の
高
額
な
給
与
の
相
当
性
と
通
常
国
会
終
了
後
や

参
院
選
公
示
日
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
死
刑
の
執
行
に
つ
い
て
、
質
問
す
る
。
国
会
法
所
定
の
期
限
内
に
答
弁
さ
れ
た
い
。

一

検
事
ら
の
待
遇
に
つ
い
て

（
�
）

検
事
、
裁
判
官
の
年
間
給
与
は
い
く
ら
か
。
そ
れ
ぞ
れ
号
級
ご
と
に
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

民
間
企
業
の
平
均
年
収
は
い
く
ら
、
ま
た
民
間
の
四
十
歳
以
上
の
平
均
年
収
は
い
く
ら
と
把
握
し
て
い
る
か
。

（
�
）

検
事
、
裁
判
官
の
給
与
が
現
在
の
水
準
に
な
っ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

法
務
省
や
最
高
裁
事
務
総
局
で
行
政
事
務
や
司
法
行
政
事
務
に
従
事
す
る
検
事
、
裁
判
官
の
給
与
が
同
様
の
行
政

事
務
に
従
事
す
る
他
省
庁
の
職
員
よ
り
も
高
額
と
な
っ
て
い
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

各
省
の
事
務
次
官
と
同
額
以
上
の
給
与
を
も
ら
っ
て
い
る
検
事
、
裁
判
官
の
人
数
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

報
道
に
よ
る
と
、
財
務
省
主
計
局
は
検
事
、
裁
判
官
の
増
員
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
ペ
ー
ス
を
上
回
り
、
法
務

省
と
最
高
裁
が
司
法
制
度
改
革
審
議
会
で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
た
目
標
（
検
事
千
人
、
裁
判
官
五
百
人
）
を
実

現
す
る
場
合
、
検
事
、
裁
判
官
の
給
与
水
準
見
直
し
が
不
可
欠
と
与
党
議
員
に
説
明
し
て
い
る
と
い
う
が
、
事
実

一



か
。

（
�
）

財
務
省
は
旧
大
蔵
省
の
接
待
汚
職
を
摘
発
し
た
検
察
に
対
し
て
遺
恨
を
持
ち
、
検
事
ら
の
増
員
に
反
発
し
て
い
る

と
い
う
見
方
も
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
事
実
か
。

（
�
）

前
職
が
検
事
、
裁
判
官
だ
っ
た
公
証
人
の
人
数
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

報
道
に
よ
る
と
、
公
証
人
は
検
事
、
裁
判
官
の
Ｏ
Ｂ
に
ほ
ぼ
独
占
さ
れ
、
公
証
人
法
に
定
め
ら
れ
た
試
験
も
一
度

も
実
施
さ
れ
て
い
な
い
の
は
本
当
か
。

（
��
）

検
事
、
裁
判
官
の
退
職
後
も
含
め
た
人
事
制
度
、
給
与
制
度
で
見
直
す
点
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
。

二

死
刑
の
執
行
に
つ
い
て

（
�
）

欧
州
評
議
会
は
本
年
六
月
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
国
の
日
本
と
米
国
に
対
し
、
死
刑
制
度
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
決
議

を
行
っ
た
か
。

（
�
）

欧
州
評
議
会
の
決
議
に
対
し
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
臨
む
の
か
。
ま
た
そ
の
理
由
は
何
か
。

（
�
）

こ
の
よ
う
な
決
議
を
受
け
て
、
政
府
は
従
来
の
よ
う
に
通
常
国
会
終
了
後
や
参
院
選
公
示
日
に
死
刑
を
執
行
す
る

の
か
。

二



（
�
）

報
道
で
は
「
金
に
困
っ
て
の
犯
行
」
な
ど
と
の
記
事
が
よ
く
あ
る
が
、
経
済
的
な
困
窮
状
態
と
犯
罪
と
の
関
係
を

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

（
�
）

戦
後
、
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
人
と
現
在
の
死
刑
確
定
者
の
う
ち
、
検
事
、
裁
判
官
と
同
等
の
給
与
を
も
ら
っ
て
い

た
人
は
い
る
か
。

（
�
）

死
刑
確
定
者
の
犯
行
動
機
が
利
欲
的
、
独
善
的
な
も
の
で
情
状
酌
量
の
余
地
が
な
く
、
被
害
者
の
き
わ
め
て
強
い

処
罰
感
情
と
国
民
の
多
く
の
支
持
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
般
の
公
務
員
よ
り
も
高
給
で
、
民
間
と
比
較
し
て
も
年

収
が
多
い
検
事
が
「
国
の
支
配
者
」
と
し
て
死
刑
を
指
揮
し
、
検
事
よ
り
給
与
が
大
幅
に
少
な
い
刑
務
官
に
つ
ら
い

執
行
を
さ
せ
て
い
る
現
行
制
度
は
、
人
権
と
民
主
主
義
の
理
想
を
求
め
る
欧
州
評
議
会
の
理
解
を
得
ら
れ
る
と
考
え

る
か
。

（
�
）

欧
州
評
議
会
に
挑
む
よ
う
に
、
政
府
が
ま
た
し
て
も
死
刑
を
執
行
し
た
場
合
、
死
刑
廃
止
議
員
連
盟
は
直
ち
に
法

務
省
な
ど
へ
抗
議
行
動
を
取
る
予
定
だ
が
、
以
前
の
よ
う
に
飲
食
後
の
担
当
課
長
に
対
応
さ
せ
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


